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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
九
号

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
執
行
の
津
山
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す

る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

令
和
元
年
八
月
五
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

裁

決

書
岡
山
県
津
山
市
東
一
宮
六
二

六
レ
オ
ネ
ク
ス
ト
山
南
一
〇
七
号
室

－
審
査
申
立
人

福

島

剛

上
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う

）
か
ら
令
和
元
年
五
月
二
十
七
日
付
け
で
提
起
さ

。

れ
た
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
執
行
の
津
山
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と

い
う

に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

以

。
）

、

（

下
「
県
委
員
会
」
と
い
う

）
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

。

主

文

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
申
立
て
の
要
旨

申
立
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
津
山
市
選
挙
管

理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う

）
が
令
和
元
年
五
月
十
七
日
付
け
で
行
っ
た
異
議
の
申
出

。

を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
を
審
査
申
立
書
及
び
県
委
員
会
の
質
問
書
に
対
す
る
申
立
人
の
回
答
書
に

従
っ
て
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

本
件
選
挙
に
お
け
る
申
立
人
以
外
の
全
て
の
他
候
補
者
が
、
本
件
選
挙
の
告
示
日
前
に
、
告
示
前

に
記
事
に
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
上
で
、
名
前
を
有
権
者
に
宣
伝
す
る
目
的
で
、
津
山
朝
日
新

令和元年８月５日　岡山県公報　号外



聞
及
び
山
陽
新
聞
に
個
人
情
報
（
経
歴
な
ど
）
を
提
出
し
、
記
事
掲
載
用
の
写
真
を
撮
影
さ
せ
て
い

る
。
当
該
行
為
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
百
二

。

十
九
条
で
禁
止
さ
れ
る
選
挙
の
事
前
活
動
に
該
当
す
る
。

二

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
（
水
）
付
け
の
津
山
朝
日
新
聞
及
び
同
月
十
二
日
（
金
）
付
け
の
山
陽

新
聞
の
報
道
は
、
申
立
人
が
落
選
す
る
よ
う
に
報
道
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
報
道
機
関
に
よ

る
落
選
運
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
報
道
は
、
選
挙
の
公
正
を
濫
用
し
た
行
為
で
あ
り
、
法
第
百

四
十
八
条
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
。

三

本
件
選
挙
の
他
候
補
者
が
、
告
示
日
前
に
、
顔
写
真
、
名
前
を
載
せ
た
の
ぼ
り
旗
を
立
て
て
街
頭

活
動
を
行
っ
た
行
為
は
、
法
第
百
二
十
九
条
で
禁
止
さ
れ
る
選
挙
の
事
前
活
動
に
該
当
し
、
か
つ
、

文
書
図
画
の
掲
示
に
関
す
る
制
限
を
規
定
し
た
法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
三
号
に
違
反
す
る
行

為
で
あ
る
。裁

決

の

理

由

一

審
査
申
立
て
の
経
緯
等
に
つ
い
て

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
に
執
行
さ
れ
た
本
件
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
申
立
人
は
、

選
挙
の
効
力
を
争
う
も
の
と
し
て
、
同
月
二
十
六
日
付
け
で
市
委
員
会
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
行

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
市
委
員
会
が
令
和
元
年
五
月
十
七
日
付
け
で
申
出
を
棄
却
す
る
決
定
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
申
立
人
は
、
こ
の
市
委
員
会
の
決
定
を
不
服
と
し
て
、
同
月
二
十
七
日
付
け
で
県
委
員

会
に
対
し
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
を
争
う
も
の
と
し
て
、
市
委
員
会
の
決
定
の
取
消
し

を
求
め
る
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
。

県
委
員
会
は
、
本
件
審
査
の
申
立
て
を
適
法
な
も
の
と
認
め
た
上
で
、
こ
れ
を
受
理
し
、
市
委
員

会
か
ら
は
弁
明
書
を
徴
し
た
。

ま
た
、
申
立
人
に
対
し
て
、
市
委
員
会
の
弁
明
書
に
対
す
る
反
論
書
及
び
審
査
の
申
立
て
に
関
す

る
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
提
出
を
求
め
た
が
、
こ
れ
ら
の
提
出
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
申
立
人
に
質
問
書
を
送
付
し
、
主
張
を
裏
付
け
る
客
観
的
事
実
が
あ
れ
ば
、
提
出
す
る

よ
う
求
め
、
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。

二

県
委
員
会
の
判
断

選
挙
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
、
法
第
二
百
五
条
第
一
項
は

「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す

、

る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
に
限
り
、
選
挙
の
全
部
又
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は
一
部
を
無
効
と
す
べ
き
も
の
と
定
め
て
い
る
。

こ
の
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
と
は

「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選

、

挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
直
接
そ
の
よ
う
な
明
文
の

規
定
が
な
く
と
も
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の

原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
指
称
し
、
選
挙
人
、
候
補
者
、
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締

り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
の
行
為
の
ご
と
き
は
、
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
か
か

る
違
法
行
為
も
多
か
れ
少
な
か
れ
選
挙
の
結
果
に
影
響
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
公
職
選
挙

法
は
そ
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
規
定
事
項
の
遵
守
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
違
法
行
為
の
た
め
に
選
挙
を
無
効
と
し
て
再
選
挙
を
行
う
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で

は
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
か
よ
う
な
違
法
行
為
で
も
、
そ
の
た
め
に
選
挙
地

域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ

た
場
合
に
は
、
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ

」（

。

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い

昭
和
六
十
一
年
二
月
十
八
日
最
高
裁
判
所
判
決

以
下
「
昭
和
六
十
一
年
判
決
」
と
い
う

）
と
さ
れ
て
い
る
。

。

ま
た

「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は

「
そ
の
違
反
が
な
か
つ
た
な

、

、

ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な
わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
つ
た
結
果
の
生

ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
も
の

（
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）
と

」

さ
れ
て
い
る
。

県
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
観
点
に
立
ち
、
申
立
人
の
主
張
が
選
挙
の
無
効
原
因
と
な
り
得
る
か
否

か
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
断
す
る
。

審
査
申
立
て
の
要
旨
一
に
つ
い
て

(1)

申
立
人
は
、
他
候
補
者
が
、
告
示
日
前
に
記
事
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
有
権
者
に
氏

名
を
宣
伝
す
る
目
的
又
は
当
選
す
る
目
的
で
、
個
人
情
報
等
を
報
道
機
関
に
提
供
し
た
行
為
は
、

法
第
百
二
十
九
条
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
選
挙
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。

申
立
人
か
ら
は
、
当
該
他
候
補
者
が
、
有
権
者
に
氏
名
を
宣
伝
す
る
目
的
又
は
当
選
す
る
目
的

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
客
観
的
に
示
す
証
拠
や
根
拠
等
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、

他
候
補
者
が
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
候
補
者
等
の
選
挙
の
取
締

り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
は
、
前
記
昭
和
六
十
一
年
判
決
の
と
お
り
、
選
挙
無
効
の
事
由
に
な
る

も
の
で
は
な
い
。
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ま
た
、
仮
に
申
立
人
が
主
張
す
る
他
候
補
者
の
行
為
が
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
、
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投

票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
る
な
ど
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
と
認
め
る

に
足
り
る
証
拠
も
な
い
。

よ
っ
て
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

審
査
申
立
て
の
要
旨
二
に
つ
い
て

(2)

申
立
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
付
け
の
津
山
朝
日
新
聞
及
び
同
月
十
二

日
の
山
陽
新
聞
の
記
事
に
は
、
本
件
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
と
し
て
、
申
立
人
以
外
の
他
候
補
者

の
顔
写
真
、
氏
名
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
申
立
人
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を

も
っ
て
、
申
立
人
は
、
当
該
報
道
が
報
道
機
関
に
よ
る
落
選
運
動
で
あ
り
、
選
挙
の
公
正
を
濫
用

し
た
法
第
百
四
十
八
条
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
選
挙
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
県
委
員
会
か
ら
の
質
問
書
に
対
す
る
回
答
書
で
、
申
立
人
は
、
報
道
機
関
か
ら
の
問

合
せ
に
対
し
て
「
立
候
補
を
検
討
し
て
い
る
が
，
告
示
日
当
日
に
取
り
や
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り

得
る
」
旨
を
回
答
し
、
明
白
に
立
候
補
す
る
と
伝
え
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
申
立
人
か
ら
は
、
当
該
報
道
機
関
が
、
申
立
人
が
落
選
す
る
よ
う
意
図
し
て
報
道
し
て

い
た
こ
と
を
客
観
的
に
示
す
証
拠
や
根
拠
等
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
報
道
機
関

が
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
選
挙
人
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し

罰
則
規
定
違
反
は
、
前
記
昭
和
六
十
一
年
判
決
の
と
お
り
、
選
挙
無
効
の
事
由
に
な
る
も
の
で
は

な
い
。

ま
た
、
仮
に
申
立
人
が
主
張
す
る
報
道
機
関
の
行
為
が
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
、
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投

票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
る
な
ど
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
と
認
め
る

に
足
り
る
証
拠
も
な
い
。

よ
っ
て
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

審
査
申
立
て
の
要
旨
三
に
つ
い
て

(3)

申
立
人
は
、
他
候
補
者
が
、
本
件
選
挙
の
告
示
日
前
に
、
顔
写
真
、
名
前
を
載
せ
た
の
ぼ
り
旗

を
立
て
て
街
頭
活
動
を
行
っ
た
行
為
は
、
法
第
百
二
十
九
条
で
禁
止
さ
れ
る
選
挙
の
事
前
活
動
に

該
当
す
る
違
法
行
為
で
あ
り
、
か
つ
、
文
書
図
画
の
掲
示
に
関
す
る
制
限
を
規
定
し
た
法
第
百
四

十
三
条
第
十
六
項
第
三
号
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
選
挙
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
と
認
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め
ら
れ
る
。

申
立
人
か
ら
は
、
当
該
他
候
補
者
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と

を
客
観
的
に
示
す
証
拠
や
根
拠
等
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
当
該
他
候
補
者
が
選

挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
候
補
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則

、

、

。

規
定
違
反
は

前
記
昭
和
六
十
一
年
判
決
の
と
お
り

選
挙
無
効
の
事
由
に
な
る
も
の
で
は
な
い

ま
た
、
仮
に
申
立
人
が
主
張
す
る
他
候
補
者
の
行
為
が
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
、
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投

票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
る
な
ど
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
と
認
め
る

に
足
り
る
証
拠
も
な
い
。

よ
っ
て
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
は
、
い
ず
れ
も
認
容

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
申
立
人
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
し
た
市
委
員
会
の
決
定
に
誤
り

は
な
い
。

よ
っ
て
、
県
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

令
和
元
年
八
月
一
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

委

員

平

松

卓

雄

委

員

田

中

信

行

委

員

山

名

千

代
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